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府総合労働事務所「労働相談」
のご利用を

　府では、職場でのトラブルを防止す

るため、労働契約や労働条件に関する

問題、労働組合や団体交渉に関する問

題、職場のハラスメント（セクハラやパ

ワハラなど）に関する問題、就業規則や

人事労務管理に関する問題など、働く

人や使用者からのさまざまな労働相談

について次の窓口で受け付けています

（電話相談も可）。

相　談
●府総合労働事務所（大阪市中央区石

町２丁目５の３エル・おおさか南館３

階）〔０６(６９４６)２６００〕

とき　月～金曜日、午前９時～午後５

時４５分に開設　

※ただし、第１・２・３・５木曜日

（祝日の場合は翌日）は午後８時まで

受け付け。

●南大阪センター（堺市西区鳳東町４

丁３９０の１泉北府民センタービル２階）

〔０７２(２７３)６１００〕

とき　月～金曜日、午前９時～午後５

時４５分に開設　

※ただし、第４木曜日（祝日の場合は

翌日）は午後８時まで受け付け。

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください
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府手話通訳者養成講座

　手話を必要とする聴覚障がい者のコ

ミュニケーション手段を確保するた

め、手話通訳活動をする「手話通訳者」

を養成する同講座を開催します。

とき　５月～平成３２年３月（全３０回程

度）

※詳しい日程や開催場所、対象者など

は、お問い合わせください。

定員　１０人

受講料　無料（教材費実費）

申し込み　障がい福祉課（内線１９３）に

備え付けの申込書に必要事項を記入

し、３月３１日（必着）までに５４０-

８５７０　府民お問合わせセンター「手話

通訳者養成講座」係〔０６(６９１０)８００１〕

へ郵送（府ホームページ〔http://www.

pref.osaka.lg.jp/〕からも申し込みでき

ます）

※同講座を受講するためには、判定試

験に合格する必要があります。試験日

など詳しくは、お問い合わせください。

慢性腰痛とうまくつきあって
いく方法講座

　季節の変わり目は腰痛が起こりやす

い時期です。腰痛を予防するために、

ぜひ参加してください。

とき　３月１８日、午後２時～３時

ところ　レインボーホール（市民会館）

定員　１５人

受講料　５００円

持ち物　飲み物、ヨガマットまたはバ

スタオル

※動きやすい服装で参加してください。

申し込み　３月７日～、同ホール

〔(２５)１１１７〕へ（申し込み先着順、

電話申し込み可）

 

認知症サポーター集まれ！

　地域で暮らす高齢者や認知症の人を

見守る活動について意見交換をする座

談会を開催します。

とき　３月２５日、午後２時～３時３０

分

ところ　市消防本部

対象者　認知症サポー

ター養成講座を受講し

たことがある人（オレ

ンジリングを持っている人）

定員　２０人

参加費　無料

申し込み　３月１５日までに高齢介護

課（内線１８９）へ

※申し込み多数の場合は抽選し、３月

１８日に当選者にのみ電話で連絡しま

す。

認知症介護家族の交流会

とき　３月２７日、午後１時３０分～３

時３０分　

ところ　市役所

内容　認知症の人や家族が利用できる

各種制度などの紹介、交流会

対象者　市内在住で認知症の人を介護

している家族（認知症の人が市内在住

の場合も可）

※認知症の人もぜひ一緒に参加してく

ださい。

定員　２０人　

参加費　無料

申し込み　３月６日～２２日に、高

齢介護課（内線１８９）へ（申し込み先着

順）

講座・催し
福祉施設のお仕事・事業所    
見学会

とき　３月２０日、午後１時５０分～

ところ　介護老人保健施設さやまの里

（大阪狭山市岩室二丁目１８５の１）

※現地集合・解散。

定員　６人

※詳しくは、お問い合わせください。

申し込み　３月６日～、ハローワー

ク河内長野〔(５３)３０８１〕へ（申し込

み先着順）

 

健康運動指導士（健康運動実
践指導者）アルバイト募集

任用期間　４月１日～９月３0日

（勤務成績などにより契約更新が可能）

勤務場所　市役所および高齢介護課が

指定する場所

職務内容　集会所などで実施する介護

予防のための運動指導、介護予防サ

ポーター養成・育成に関する業務

対象者　健康運動指導士、または健康

運動実践指導者の資格を持ち、高齢者

の介護予防に関する指導経験のある人

募集人数　２人程度

申し込み　３月６日～１８日（土・

日曜日、祝日を除く午前９時～５時３０

分）に、介護予防に関する運動指導の

実務期間を記載した経験履歴書に、健

康運動指導士証または健康運動実践指

導者証の写しを添えて、高齢介護課（内

線１８９）へ（郵送可）　

※面接試験などを実施し、選考します。

面接時間などは申し込み時または後日

電話にてお知らせします。

募　集

２１

※広告の問い合わせは、合同会社ＩＭ総合企画〔０７２(２７５)５４４９・０７２(２７５)５４５９〕へ。
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市・府民税の申告は      　　 

３月15日までに！

　市・府民税の申告をしなければなら

ない人は、今年１月１日現在本市に居

住し、昨年中に所得のあった人です（給

与所得だけの人で市・府民税を特別徴

収されている人や、所得税の確定申告

をした人は必要ありません）。

ところ　市役所地下９０２・９０３会議室

受付時間　午前９時～午後５時３０分　

※申告されていない場合、次のような

ことに影響が出ますので、申告にご協

力ください。

○市・府民税証明書の交付ができない

ことがあります。

○公的年金にかかる所得のみの人など

で、年金保険者への扶養親族等申告書

の提出がなかった場合、または所得税

の確定申告書を提出しなかった場合、

控除される情報が得られないため、扶

養・配偶者控除などの適用が可能で

も、控除が適用されないことがありま

す。

○国民健康保険料や、後期高齢者医療

保険制度の軽減措置の適用を受けられ

ないことがあります。

問い合わせ　課税課（内線１１１、１１２）

 

学生納付特例は毎年申請が　
必要です

　国民年金保険料を納めることが困難

な２０歳以上の学生は本人の前年所得が

１１８万円以下の場合、申請し承認される

と保険料の納付が猶予されます。平成

３０年度に申請し承認を受けた人も改め

て申請が必要です。

　ただし、３１年度分は４月より受け付

け開始となります。

●学生納付特例の承認を受けた期間は

①承認期間中の障がいや死亡といった

不慮の事態には、受給資格があれば障

がい基礎年金や遺族基礎年金が支給さ

れます。

②年金の受給資格期間には算入されま

すが、老齢基礎年金の年金額には反映

されません。

国民年金

③承認を受けた期間の保険料は、１０年

以内であれば後払い（追納）できます。

※２年を過ぎて後払いする場合は、当

時の保険料に経過した期間に応じて、

一定の額が加算されます。

対象者　大学（大学院）、短期大学、高

等学校、高等専門学校、専修学校、各

種学校（修業年限１年以上である課

程）、一部の海外大学の日本分校などに

在学する学生（夜間、通信制課程も可）

手続き　年金手帳、印鑑、学生証など

学生であることを証明できるものを持

参し保険年金課（内線１５３、１５４）へ

※３０年度の学生納付特例の承認を受け

た人で、日本年金機構が在学予定年月

を把握できた人には、３月下旬に学生

納付特例申請はがきが送付されます。

引き続き同じ学校に在学中の場合は、

必要事項を記入の上返送し、承認され

ると４月～３２年３月についても納付が

猶予されます。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

 

３月は国民健康保険料滞納処
分強化月間です

　保険料に未納があると、督促手数料

や延滞金が加算されるだけでなく、財

産調査をした上で、差し押さえなど滞

納処分の対象となる場合があります。

　お手元に納め忘れの納付書がないか

ご確認ください。また、事情により納

付することが難しい場合や、納め忘れ

などによる納付の相談はお早めにお願

いします。

問い合わせ　保険年金課（内線１５２、１５６）

  

献血にご協力を

とき・ところ　３月２４日、午前１０時

～午後４時＝エコール・ロゼ

※献血を受けていただける条件など詳

しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　市献血推進協議会〔(２５)

８２６１〕

国民健康保険

福　祉

 

水道の使用開始・中止は必ず
届け出を

○転入や転居などで新たに水道を使用

される場合は、事前に届け出が必要で

す。また、新築などの工事をされる場

合も届け出が必要です。

○転出などで水道を使用されない場合

は、料金の精算が必要ですので、必ず

届け出をしてください。

○インターネットでも使用開始や中止

の手続きができます。市ウェブサイト

内の水道事業の

ページにある申

し込みフォーム

に、必要事項を

入力し送信して

ください。水道

お客様センター

で申し込み内容

を確認後、手続きをします。

○使用水量の確認のために、２カ月に

一度お伺いして水道メーターの検針を

しています。メーターボックスの上に

車や物を置いたり、付近で犬を放し飼

いにしたりすると、検針の妨げとなり

ます。円滑な検針にご協力いただくよ

うお願いします。

問い合わせ　水道お客様センター

〔(２０)６４００〕

水道管やメーターボックスの
管理を

　公道などに埋められた配水管は市の

所有物ですが、この配水管から分かれ

た給水装置（水道メーターは除く）や

メーターボックスは皆さんの財産です

ので、日頃から適切な管理をお願いし

ます。

●メーターボックスの修繕・交換

　メーターボックスが破損している

と、水道メーターの交換や検針業務に

支障がでます。メーターボックスの 蓋 
ふた

が壊れてしまったなどの場合は、修繕

や交換をお願いします（修繕や交換に

要する費用は個人負担になります）。

問い合わせ　水道工務課（内線２５７）

上下水道

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

２２

スマートフォンからでスマートフォンからでもも

申し込みできます申し込みできます。。
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納付は便利な口座振替で

　市税で口座振替ができるのは、固定

資産税・都市計画税、市・府民税（普

通徴収のみ）、軽自動車税です。口座振

替は期別ごとの納付だけでなく、全期

前納も利用できます。

　また、各税金の納期限に自動的に引

き落としされるため、金融機関などに

行く必要はなく、納め忘れもありませ

んので、ぜひご利用ください（全期前

納の場合は、第１期の納期限）。

申し込み　

●ペイジー口座振替サービスでの申し

込み　

　引き落としを希望する口座のキャッ

シュカード（暗証番号の入力が必要）

を納税課または金剛連絡所に持参いた

だくだけで、簡単に金融機関への口座

振替の手続きができます。

※一部取り扱いできないカードがあり

ます。対応している金融機関など詳し

くは、お問い合わせください。

●取扱金融機関の窓口での申し込み　

　納税通知書と通帳の印鑑、預（貯）

金通帳を持参の上、口座振替依頼書（市

内の金融機関に備え付け）に必要事項

を記入し、市税取扱金融機関へ。　

※市外の金融機関などで申し込む場合

は、お問い合わせください。

申込期限（平成31年度）

問い合わせ　納税課（内線１２２）

税
固定資産税の「縦覧帳簿の縦覧」
と「課税台帳の閲覧」を実施

縦覧帳簿の縦覧

　縦覧帳簿の納税者本人の土地・家屋

の評価額と市内の他の土地・家屋の評

価額を比較できます。

記載内容

◇土地価格等縦覧帳簿＝所在、地番、

地目、地積、価格、市街化区域・市街

化調整区域の別

◇家屋価格等縦覧帳簿＝所在、家屋番

号、種類、構造、床面積、価格、建築年

縦覧できる人

◇土地価格等縦覧帳簿＝市内に土地を

所有している納税者

◇家屋価格等縦覧帳簿＝市内に家屋を

所有している納税者

※いずれも納税管理人、納税者の同居

親族、委任状を持っている代理人でも

可。

期間　４月１日～５月３１日（土・

日曜日、祝日を除く午前９時～午後５

時３０分）

課税台帳の閲覧　

　土地や家屋などの所有者は固定資産

課税台帳を閲覧できます。また、借地

人・借家人なども賃借権などの目的と

なる土地・家屋について記載された部

分を閲覧できます。

閲覧できる人

◇納税義務者

◇納税管理人、納税者の同居親族、委

任状を持っている代理人　

◇借地人、借家人など（ただし、権利

関係と有償であることを示す書類が必

要です）

期間　４月１日～平成３２年３月３１日

（土・日曜日、祝日、年末年始を除

く午前９時～午後５時３０分）

縦覧・閲覧に必要な書類など　

・本人確認ができる書類（納税通知書

や運転免許証など）

・納税管理人や納税者の同居親族は閲

覧できますが、代理人が来られる場合

は委任状が必要

・法人名義の物件については、委任状

または申請書に代表印の押印が必要

縦覧・閲覧場所　

課税課（内線１１３～１１６）

原付・軽自動車などの廃車、
名義変更の手続きを忘れてい
ませんか

　軽自動車税は、４月１日現在の所有

者に課税されます。廃車や譲渡などを

しているにもかかわらず手続きが済ん

でいない人は、３月末日までに次の窓

口で手続きをしてください。手続きを

されない場合いつまでも軽自動車税が

課税されます。解体したり、盗難に

あったりしてナンバープレートや証明

書などがない場合も各窓口へご相談く

ださい。

　なお、業者に手続きを依頼された場

合は３月末日までに手続きが済んでい

るかどうか確認してください。

◇原動機付自転車（～125CC）・小型

特殊自動車

ところ　課税課（内線１１０）、または金

剛連絡所〔(２９)１４０１〕

持ち物　ナンバープレート、印鑑、申

告済証（販売証明書）

◇125CCを超える２輪車

ところ　大阪運輸支局和泉自動車検査

登録事務所（和泉市上代町官有地）

〔０５０(５５４０)２０６０〕　

※持ち物など詳しくは、お問い合わせ

ください。　

◇軽自動車（３輪・４輪）

ところ　軽自動車検査協会大阪主管事

務所和泉支所（和泉市伏屋町一丁目１３

の３）〔０５０(３８１６)１８４２〕　

※持ち物など詳しくは、お問い合わせ

ください。

消費税軽減税率制度説明会

とき　３月２６日、午後１時～２時３０

分、午後３時～４時３０分

ところ　すばるホール２階ホール

※駐車場には限りがありますので、で

きるだけ公共交通機関をご利用くださ

い。

内容　１０月より実施される消費税の軽

減税率制度について

定員　各８００人　

※当日、直接会場へ。

持ち物　筆記用具

問い合わせ　富田林税務署〔(２４)

３２８１〕

２３
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